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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多重経路を用いたストリーミングデータの送信方法であって、
　送信可能な経路に関するシークエンシング情報を含む経路リストを管理して維持するス
テップと、
　前記ストリーミングデータをフレーム化するステップと、
　前記シークエンシング情報に応じて、前記経路を介して、前記フレーム化されたストリ
ーミングデータを送信するステップと、
　を含むことを特徴とするストリーミングデータ送信方法。
【請求項２】
　多重経路を用いたストリーミングデータの受信方法であって、
　ストリーミングデータフレームを受信して、前記受信したストリーミングデータフレー
ムから前記ストリーミングデータを収集するステップと、
　前記収集したストリーミングデータを検証した検証情報を生成し、前記ストリーミング
データの損失の有無を判断するステップと、
　前記検証情報を基に前記ストリーミングデータを復元するステップと、
　を含むことを特徴とするストリーミングデータ受信方法。
【請求項３】
　ストリーミングデータフレームを受信して、前記受信したストリーミングデータフレー
ムから前記ストリーミングデータを収集する前記ステップは、
　前記ストリーミングデータフレームに含まれるメタデータ情報から、前記ストリーミン
グデータを収集することを特徴とする請求項２に記載のストリーミングデータ受信方法。
【請求項４】
　前記検証情報を基に前記ストリーミングデータを復元する前記ステップは、
　前記判断の結果、前記ストリーミングデータが一部失われており、前記ストリーミング
データがプログレッシブモードである場合、失われたラインデータの隣接ラインデータか
ら、前記失われたラインデータを補間することを特徴とする請求項２に記載のストリーミ
ングデータ受信方法。
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【請求項５】
　前記検証情報を基に前記ストリーミングデータを復元する前記ステップは、
　前記判断の結果、前記ストリーミングデータが一部失われており、前記ストリーミング
データがインターレースモードである場合、他の経路で受信された前記ストリーミングデ
ータの復号化情報から、失われたラインデータを復元することを特徴とする請求項２に記
載のストリーミングデータ受信方法。
【請求項６】
　前記検証情報を基に前記ストリーミングデータを復元する前記ステップは、
　前記判断の結果、前記ストリーミングデータがすべて失われた場合、復元された前記ス
トリーミングデータフレームの加重平均を取って、前記失われたストリーミングデータを
復元することを特徴とする請求項２に記載のストリーミングデータ受信方法。
【請求項７】
　多重経路を用いたストリーミングデータの送受信装置であって、
　送信可能な経路に関するシークエンシング情報を含む経路リストを管理して維持する経
路管理モジュールと、
　前記シークエンシング情報を含む前記ストリーミングデータをフレーム化して、選定さ
れたアンテナを介して前記ストリーミングデータを送信するデータ送信モジュールと、
　ストリーミングデータフレームに含まれるメタデータ情報から、前記ストリーミングデ
ータを受信するデータ受信モジュールと、
　前記ストリーミングデータの正確な受信の有無と前記ストリーミングデータの損失の有
無を判断して、検証情報を生成するデータ検証モジュールと、
　前記検証情報を基に前記ストリーミングデータを復元する復元モジュールと、
　を含むことを特徴とするストリーミングデータ送受信装置。
【請求項８】
　前記経路管理モジュールは、前記経路リスト情報を前記ストリーミングデータフレーム
のヘッダ部に挿入して、前記アンテナを介して前記ストリーミングデータが送信されるよ
うに制御することを特徴とする請求項７に記載のストリーミングデータ送受信装置。
【請求項９】
　前記データ送信モジュールは、
　前記ストリーミングデータがプログレッシブモードの場合、前記ストリーミングデータ
のラインデータを、順序を決めて、前記シークエンシング情報に対応して前記経路を介し
て送信し、
　前記ストリーミングデータがインターレースモードの場合、前記ラインデータを複製し
て、前記シークエンシング情報に対応して１つ以上の前記経路を介して送信することを特
徴とする請求項７に記載のストリーミングデータ送受信装置。
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